
ろ/16
、

広報

な
ら
春
先
か
ら
秋
遅
く
ま
で
着
れ
、
利
用
範

囲
が
広
い
」
と
。

も
う
も
う
と
湯
気
の
上
っ
て
い
る
染
色
釜

に
、
手
際
よ
く
絹
糸
を
浸
し
て
は
上
げ
る
星

野
さ
ん
。
そ
の
手
元
に
は
熟
練
の
技
と
自
信

が
み
な
ぎ
り
、
色
鮮
や
か
な
染
め
上
が
り
と

な
っ
て
現
わ
れ
ま
し
た
。

同雇瓦諒1毎月 1日・lCl日)〒-=塑笠己己竺盟旦」盟22盟巴」

素
朴
さ
の
中
に
独
特
の
風
合
い
が
楽
し
め

る
上
回
紬
は
、
く
ず
繭
か
ら
ひ
い
た
紬
糸
で

手
織
り
に
か
け
ら
れ
ま
す
。
す
で
に
江
戸
時

代
に
は
、
そ
の
名
は
「
上
回
縞
」
と
し
て
全

国
に
通
っ
て
い
ま
し
た
。

三
好
町
の
星
野
紬
工
房
|。
近
く
を
歩
い

て
い
る
と
、
思
い
が
け
ず
ト
ン
ト
ン
、
ト
ン

ト
ン
と
機
織
り
の
音
が
響
き
、
足
が
止
ま
り

よ
--

ま
す
。
こ
の
音
、
正
確
に
は
緯
糸
を
織
り
込

む
の
に
使
う
道
具
・肢
が
打
ち
込
ま
れ
る
音
。

懐
か
し
い
音
に
、
な
ぜ
か
一
時
代
前
に
戻
っ

た
よ
う
な
の
び
や
か
な
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。

同
工
房
は
桐
生

(群
馬
県
)
で
家
業
と
し

て
い
た
先
代
が
、
大
正
八
、
九
年
ご
ろ
上
回

に
織
物
指
導
の
た
め
に
来
ら
れ
た
と
か
。
今

で
も
一
連
の
技
術
を
継
承
し
、
糸
め
染
色
は

星
野
さ
ん
が
、
機
織
り
は
奥
さ
ん
の
幸
子
さ

ん
と
妹
さ
ん
が
受
け
持
ち
ま
す
。
手
織
り
の

A
7
 

紹
紬
を
主
体
に
四
十
年
以
上
続
け
て
い
る
の

が
特
色
で
、
「
県
下
で
模
様
の
つ
い
た
手
織
り

の
紹
は
う
ち
だ
け
」
と
星
野
さ
ん
。
紬
は
着

地
が
厚
い
の
で
夏
は
着
れ
ま
せ
ん
が
「
絹
紬

-星野五郎さん(64歳・川辺町)

上回紬染めと織り

⑧ 
伝統を守る

合 r最近は草木染めが出るようになっ

たねヱ」と星野さん

・+綴密な仕事が要求される機織り。

一反で4.......5臼を婆する

〈再生紙を使用しています〉



四.......... 
く 北陸新幹線市内ルート >

下堀で力強く

「鳳朔の杭」

" ~巧

北
陸
新
幹
線
下
堀
地
区
の
設
計
協
議
が
終
わ

り
、

一
月
二
十
七
日
、
設
計
協
議
縦
認
替
の
調

印
式
が
下
堀
の
西
沖
地
籍
で
関
係
者
八
十
人
が

出
席
し
て
行
わ
れ
ま
し
た
。
調
印
式
に
は
、
永

野
市
長
、
下
堀
地
区
新
幹
線
対
策
委
員
長
、
鉄

道
建
設
公
団
側
ら
四
人
が
確
認
警
に
そ
札
ぞ
れ

調
印
し
ま
し
た

1
写
真
上

l
。

こ
れ
に
よ
リ
、

用
地
幅
決
定
の
た
め
の
設
計
協
議
は
こ
の
下
堀

地
区
を
故
後
に
市
内
全
地
区
で
終
了
し
た
こ
と

に
な
り
、
今
後
は
用
地
買
収
交
渉
が
本
格
化
し

ま
す
。

引
き
続
き
、
同
地
籍
で
用
地
幅
く
い
打
ち
式

が
行
わ
れ
、
「
下
堀
地
区
鳳
朔
の
杭
」
を
永
野
市

長
、
地
権
者
代
表
ら
十
人
が
力
強
く
打
ち
込
ん

で
い
ま
し
た

1
写
真
左

l
。

ゃい

上回城跡公閣内 ・南北の櫓の聞に造られる

悌門の工事が始められています。現在は基礎

工事の配筋工事が終わった段階です。 3月ご

ろに柱が立ち、 7月初めごろに屋根が架かる

予定です。完成予定は平成6年 3月。

日本に永住の地をん

一
月
二
十
五
日
、
中
国
残
留

支

日
本
人
孤
児

・
水
上
ま
り
江
さ

水

ん

(
何
歳
)
と
、
そ
の
家
族
ら

も

が

B
本
へ
の
永
住
帰
国
の
た
め
、

酌

永
野
市
長
に
表
敬
訪
問
を
し
ま

中

し
た
。

一
家
(
四
人
)
は
今
後
、

~

中
之
条
に
住
む
予
定
で
す
。

2. [2] 16 

親
切
な
厚
意
に
お
私
を

広報うえだ5.

一
月
中
旬
の
あ
る
日
。
わ
た
し
は
、

土
木
工
事
を
し
て
い
る
夫
が
疲
れ
て
、

身
も
心
も
ぽ
ろ
布
の
よ
う
に
な
っ
て

帰
宅
す
る
だ
ろ
う
と
想
像
し
て
い
ま

し
た
。

こ
ん
な
日
に
夕
食
の
お
か
ず

の
買
い
物
は
さ
せ
ら
れ
な
い
と
思
い
、

盲
導
犬
と
い
っ
し
ょ
に
買
い
物
へ
出

か
け
ま
し
た
が
、
ス
ー
パ
ー
の
前
で

立
ち
止
ま
っ
て
考
え
て
い
ま
し
た
。

犬
は
一
度
行
っ
た
場
所
は
ど
こ
に
で

も
間
違
い
な
く
連
れ
て
行

っ
て
く
れ

ま
す
。
し
か
し
ス
ー
パ
ー
で
の
買
い

物
は
、
犬
が
い
く
ら
賢
い
と
い
っ
て

も
値
段
を
見
た
り
、
品
定
め
は
不
可

能
で
す
。
わ
た
し
は
闘
っ
て
思
案
に

暮
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
と
き
、
通
り
が
か
り
の
ご
婦

人
が

「
な
に
か
お
困
り
で
す
か
」
と

声
を
か
け
て
く
れ
ま
し
た
。
わ
た
し

は
買
い
物
を
し
た
い
と
思
っ
た
と
こ

ろ
、
犬
は
値
段
が
読
め
な
い
か
ら
ど

う
し
よ
う
か
と
思
っ
て
い
た
こ
と
を

話
し
ま
し
た
。

ご
婦
人
は
「
わ
た
し

で
よ
け
れ
ば
、
い
っ
し
ょ
に
買
い
物

の
お
手
伝
い
を
し
ま
す
よ
」
と
。

わ
た
し
は
そ
の
ご
厚
意
に
助
け
ら

れ
、
無
事
に
買
い
物
を
し
て
帰
り
ま



市役所本庁f'i1 階と南庁舎玄関のHï'l~者コーナー!こ、環境に配慮した商品カζ展示されました。
ナ ヲつレー IJサイクル商

フロンガスを II~ わないスフレ
口iのトレーやガスマ ゾト、再生紙のらくがき帳Zと¥生恥身近なものばか刊す。

男
女
子

f

社
会
♂

y
q合
い

扉
f
t
関
、

r
 

地
球
に
や
さ
し
い
商
品
、
ご

.fiT 市の動き事

覧
克
也
/

二
月
四
日
「
女
性
問
題
講
協
会
」

が
市
役
所
で
行
わ
れ
、
約
百
六
ト

人
か
参
加
し
ま
し
た
講
演
は
大

槻
野
子
さ
ん
{
関
際
婦
人
教
官
振

興
会
会
長
)
に
よ
る

「
?
を
生
き

る
、
明
日
を
創
る
」
男
女
平
等
を

意
識
の
而
か
ら
と
ら
え
た
点
滅
に

皆
、
聞
き
入
っ
て
い
ま
し
た

• 

• し
た
そ
の
か
た
は
市
役
所
に
勤
務

し
て
い
る
と
か
:
・
と
て
も
あ
り
カ

た
い
ご
親
切
、
心
か
ら
お
札
を
申
し

上
げ
ま
す

大
長
芳
殺
さ
ん
(
的
綾
・
北
常
国
)

1
I
l
l
i
-
-
I
l
l

・-
l
1
l
l
i
l
i
-
-
-

『
あ
な
た

・
わ
た
し
の
声
」
へ
の

段
隔
を
拡
集
し
て
い
ま
す
。
三
百
字

以
内
(
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
職
業
、

電
話
番
号
も
付
記
医
名
も
可
}
に

ま
と
め
て
、

干
郷
市
内
大
手
一

1

一一

1
一
六
上
田
市
役
所
秘
書
課

広
報
相
当

(
宮
⑫

4
1
0
0
内
線
1

1
1
2
)
ま
て
ど
う
ぞ

16 

間戻E市長6回
3月3日附

午前9時~正午

ロH

ロM

口
同
ロ
H

・1
ζ
1
u

自
v
n
o

可 EF〈‘
J内Z

，、' ‘
17日 平成5年消防出初め式 (ー中から市民会
館までパレード、市民会館で式典) 姉妹都
市出石町消防団歓迎会

22日 小井田地区臨業集落排水事業起工式 {排
水処理場予定地)

26日 中国残留日本人孤児 水上まリ江さん円永住帰国のため表敬訪問=2ページ= 全也
市長会 {東京)

27日 太郎山を語る
会 (登山回数上位

13人) 北陸新幹線下
場地区設計協議確認害
調印式 ・用地幅杭打ち
式=2ページ=
28日 野竹生活改善セ

ンタJ議工式

元旦年賀状出発式 (上回委IW!l局)
官公庁懇話会
中央官庁あいさつ回IJ (点京、 -8臼)
北陸新幹線用地北天神町地区調印式

9日 女性消防団員隊結成式 ・入団式消防本
部、 16人)=写真=

11日 市民と

市長の日

来日四市助

役 ・総務部

長会議 (小

諸市)

12日 第1回

上田市都市

計画審議会

15日 平成5
年成人式 (市民会館、 1.224人)=写真=

市長室
(市役所3階)

t31 2. 広報うえだ5.



お
出
か
け
前
、

お
や
す
み
前
に

火
の
元
の
点
検
を
f

兵

一

‘'見

ffI~ 

、、，. 

'''@o... :..・0・ち，.

火災が起こってからでは手遅れ。ふだんからの予防を心掛けて

火
災
は
冬
と
春
に
多
く
発
生
し
、

火
災
全
体
の
約
六
十
軒
を
占
め
て
い

ま
す
。
こ
の
季
節
は
、
気
温
と
湿
度

ガ
低
く
、
暖
房
器
具
を
使
う
な
ど
、

火
を
扱
う
機
会
ガ
多
く
な
り
、
火
災

も
発
生
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

今
年
も
三
月

一
日
聞
か
ら
同
七
日

目
ま
で

「
春
の
火
災
予
防
運
動
L

の

期
間
で
す
。
今
回
は
林
野
火
災

・
車

両
火
災
な
ど
の
予
防
運
動
も
重
点
的

に
行
い
ま
す。

も
う
一
度
、

お
出
か
け
前
、

お
や

す
み
前
に
火
の
元
の
点
横
を
し
ま
し

ょ
う
。

「
点
横
を
重
ね
て
築
く

H火
災
ゼ

D
H」

山
〈
を
取
り
扱
っ
て
い
る
と
き
巳
は
、

そ
の
場
を
離
れ
な
い
こ
と
が
大
切
な

こ
と
で
す
。

-
問
い
合
わ
せ

0
1
1
9〉

消
防
本
部
(
宮
@

県H~建物火災

3件 以 図車両火災

口 …一 口その他の火災

林野火災は O 

出火原因のワースト 3
1 た き 火 a件
2 こん ろ 3件

内悠復関 3件
{エンジンなど}

3 ストープ 2件

た ば こ 2件

電気装置 2i辛

平成41手の月別火災件数と火災原因

(火災件数のグラフの数字は合計)
平成 41手のよ田市の火災

・件数30件 (1均年比1件噌)

(建物火災 l昨 (，jij年山附)
車両火災 7作( 11 4作柄)

その他 ( 11 4 (牛地)

・損害額 4.300万円

(建物火災 3.5川向

車両火災 642万円

建物火災 1件当たり 198万問

11笠幣当たり 1，081円

1 .寝たばこや、たばこの投げ捨てはやめよう。

2.子どもには、マッチやライターで遊ばせないで。

8.風の強いときには、たき火は絶対にやめよう。

4.天ぷらを揚げるときは、その場を離れないで‘。

5.家のまわりに燃えやすいものを置かないように。

6.ふろの空だきをしないように。

7.ストーブには、燃えやすいものを近づけないで。

広報うえだ5. [41 16 

火め用心アつめポイふト

2. 

日
問

ゲ

az

立
議

事
官

開
問
阪

.
⑨

2
1

雌
&
腕
、対藤

一一紘
一
A
W
一極



一消火器の使い方一
安全ピンを liI¥ースを lレバーを
ヨ|き銭く |火元に向け |強くにぎる

Tω1: _j@~空
侭壬コ門//Jパ色m.. 

火災が起こったら.. . 

火事だーッ
と大声で04ぶ/

消火器の正しい構え方

1>風上に回り風上から消す。

1>炎には、まともに正対しない

ように。

1>やや艇を落として、なるべく

低い姿勢で、熱や慢を避ける

ように構える。

じ〉燃え上がる炎や煙にまどわさ

れずに、燃えているものにノ

ズルに向け、火の娘元を掃く

ように左右に振る。

年に一回は

消火器の点検を
安全自立?

合長咽トゆ

勢-段L

早〈
知らせる
ー園田-+

-
，
J
目

j
 

i
 

一
て
消
一

一つ
期
一

一も

一

一を
一

一気
一

一勇

一

早〈逃げる

b 

|避難は早め!こ/1

理き婚
火災が発生したときのポイント

1人や家 リます。 また、燃えているカーテン

を引きちぎって、引火させないよう

にするなどの方法もあります。

1>天井に火が移ったら、 -~JL 早〈避

殺をしましょヲ 。

I>i盟燥するときには、燃えている部臨

の:容やドアを閉めてからj陛雌するよ

うにしましょう 。

1> r IJ、さい火J t.ごと忠、って、

族て'消そうとしないこと。

I>jfrくの人に119番通報で、火事を知ら

せてもらいましょう 。

1>消火{立、出火から 3分以内が勝負で

す。

1>消火は、手近にあ争庖衡問で火をた

たいた 1)、も布で火を盟う方法もあ

些
一一機剛一
明!lJl 魁

すマ?な寝称"

7 げマ {1~'1~， 

闘匝瑳1銅自国閣

動

上
田
市
消
防
団
で
は
、
こ
の
ほ
ど
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
も
の
(
例
え
ば
、

発
足
し
た
女
性
消
防
団
員
隊
の
愛
称

O
Oサ
ン
フ
ラ
ワ
ー
ズ
、

O
O
フ
ア

を
募
集
し
ま
す
。

イ
ヤ
l
レ
デ
ィ
ー
ス
な
ど
)

女
性
消
防
団
員
と
し
て
の
当
面
の
マ
応
募
方
法
は
が
き
に
住
所
、

活
動
範
囲
は
次
の
と
お
り
で
す
。

氏
名
、
電
話
番
号
を
{
書
い
て
、
「
一
T
揃

川
火
災
予
防
の
広
報
や
チ
ラ
シ
の
街
上
田
市
大
手
ニ

l
七
l
一

六

上

頭

配

布

団

市

消

防

団

事

務

局

」

ま

で

ど

う

ぞ

。

ω社
会
福
祉
施
設
な
ど
や
独
り
暮
ら
こ
人
何
点
で
も
可
)
マ
締
め
切
り

し
の
お
年
寄
り
宅
へ
の
防
火
訪
問
二
月
二
十
八
日
嗣
マ
そ
の
他

ω幼
年
消
防
ク
ラ
ブ
や
婦
人
防
火
ク
採
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
人
に
は
記

ラ

ブ

な

ど

へ

の

防

火

指

導

念

品

を

贈

呈

し

ま

す

。
マ
問
い
合
わ

川

消

防

無

線

の

従

事

な

ど

せ

消

防

団

事

務

局

(

宮

@
o
ー
ー

マ
内
容
女
性
団
員
の
グ
ル
ー
プ

9
)

16 2. 広報うえだ5.[5] 



お年寄りの
病院の受付では、保険証と医療

受給者証を提示してください

一
術
を
保
険
医
の
同
意
が
あ
っ
て
受
け
た
と

話
C

。

…
③
保
険
医
の
指
示
に
よ
っ
て
補
装
具
を
作

老
人
保
健
法
が
改
正
さ
れ
、
こ
の
四
月

…
っ
た
と
き

…
か
ら
、
本
人
が
医
療
機
関
の
窓
口
で
支
払

…
④

「基
準
看
諮
」
を
行
っ
て
い
な
い
病
院

:
つ
金
額
が
、
次
の
よ
う
に
改
定
さ
れ
ま
し

…
で
、
医
師
の
指
示
で
付
き
添
い
看
護
が
必

…
h
J3

(

平
成
五
年
四
月
か
ら
平
成
七
年
三
月

…
要
に
な
っ
た
と
き
。
(
事
前
に
市
長
の
承
認

一
ま
で
)

…
が
必
要
で
す
)

j
u
晶
…
・
通
院
:
・

一
か
月
千
円

…
@
病
人
の
入
院
、
転
院
な
ど
で
移
送
が
必

/

…
a
入
院
・
:
一
日
七
百
円

一
要
に
な
っ
た
と
き

f

/

一
…

た
だ
し
、
ん
院
に
限
り
、
低
所
得
者
と

…
⑦
輸
血
の
た
め
、
生
血
が
必
要
に
な
っ
た

A
J
Aベ
奇

f

一
…
特
定
疾
病
の
か
た
は
、
一
部
負
担
金
が
減

…
と
き

4

ぺ‘
，n
，vt
'一

一
…
領
さ
れ
ま
す
。

…

申
請
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
高
齢

k

'

6

・

‘

¥
一一
…
※
低
所
得
者
と
は
・
老
齢
福
祉
年
金
の
受

…
者
福
祉
課

(市
役
所
本
庁
舎
一
階
)
へ
ご

1

4

‘.、、

‘
'
¥
…
給
者
で
、
か
つ
生
計
維
持
者
か
市
民
税
非

…
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

…
※
新
し
い
保
険
証
と
印
鑑
を
持
参
し
て
手

一
課
税
の
人
二
日
三
百
円
で
二
か
月
限
度
)
一

…
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

…
※
特
定
疾
病
と
は
:
・
人
工
透
析
と
血
友
病

…

こ
か
月
一
万
円
限
度
)

転
出
す
る
と
き
は
、
受
給
者
証
ま
お
返

…

老

人

保

健

で

医

療

が

二
該
当
す
る
か
た
は
、
高
齢
者
福
祉
課
の

…

ー

一

…

受

け

ら

れ

る

の

は

?

し
く
だ
さ
い
。
転
出
後
は
、
上
田
市
で
玄

一
白

-

1

一
窓
口
で
・申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

付
し
た
受
給
者
証
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

一

上
回
市
に
住
所
が
あ
る
人
で
、

転
出
先
の
市
町
村
で
新
し
く
交
寸
し
て
も

…
日
七
十
歳
に
達
し
た
月
の
卦
丹
か
ら
(
誕

…

医

療

費

の

請

求

は

一
…

イ

…

(

t
つ
い
た
g

…

ど

の

よ

う

に

す

る

の

?

ら
っ
て
く
だ
さ
い
。

・
当
日
カ

一
臼
の
場
合
は
そ
の
月
か
ら
)

再
度
、
上
岡
市
へ
転
入
す
る
予
定
で
も
、…

ω六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満
で
、

一
定

…

老
人
保
健
で
医
擦
を
受
け
る
場
合
、
医

…

転
出
時
に
は
必
ず
お
返
し
く
だ
さ
い
。
転

一
の
障
害
が
あ
り
、
市
長
の
認
定
を
受
け
た

…
療
機
関
で
一
部
負
担
金
を
支
払
い
ま
す
。

入
時
に
新
し
い
受
給
者
証
を
お
渡
し
し
ま

…
人
。
(
認
定
を
受
け
た
月
の
翌
月
か
ら
。
認

い
し
か
し
、
次
の
よ
う
な
場
合
は
、
一
時
、

す
。

…
定
日
が
一
日
の
場
合
は
そ
の
月
か
ら
)

…
本
人
が
立
て
替
え
払
い
を
し
て
、
あ
と
で

…

…
申
請
す
れ
ば
、
払
い
戻
し
が
受
け
ら
れ
ま

…

お

医

者

さ

ん

に

…

:

…

か

か

る

と

き

は

?

句
…
①
や
む
を
得
な
い
理
由
で
保
険
証
、
受
給

…

医
療
受
給
者
証
(
健
康
手
帳
)
と
保
険
…

者
証
を
持
た
ず
に
診
療
を
受
け
た
と
き
。

…
証
が
必
要
で
す
。

…
②
あ
ん
ま
、
鎖
、
灸
、
マ

ッ
サ
ー
ジ
の
施

…

健康な毎日は

~高齢者福祉課(内線 1624)~

こ

ん

な

と

き

は

必
ず
手
続
き
を

新
し
い
健
康
保
険
に
加
入
し
た
と
き

ゃ
、
保
険
証
の
記
号

・
番
号
が
変
わ

っ
た
と
き
は
、
変
更
の
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

老
人
保
健
で
、
明
る
く
健
康
な
生
活
を

一
部
負
担
金
が

変
わ
り
ま
し
だ

億
円
日
間

40 

35 

30 

[6] 広報うえだ5.2.16



Q&A 

みんなの健康

支える保険税
[ctl国保(国民健康保険)とはどのような制

止ヱJ度なのですか?

[生j酌加入者カ 仙、に助け合t、の粕

神でお金を出し合い、医療機関にかかった

ときの佐用(医療問)に充てようという医療保険

です。

~国保には、どのような人が加入するのです
力、?

市 他の医療保険{他J，)t保険、川組合など)

己二一に加入していない人が対象です。(例えば、

内営業の人、会社を退職した人、アルバイトやノ〈

ート勤務の人など)これに当てはまる人は、本人

の~思にかかわらず必す llil 保に}Jn 入 しなければな

りません(強制加入)のて" rli役所で加入手続き

をしてください。

圃国保税(国民健康保険税)とはどのよう

な税金なのですか?

ぼ 上田市が負.jA_する附'IVの必要約確保

にこするため、国保の加入Ilt帯に間保税を謀脱

しています。

ü:+tf.見内容は、①所得;昨日~i (前年分の所得額が対

象)②資産割額(その年伎の砧l定資産税額が対象)

③均等書IJ街(加入者1人当たり 10，500円)④平等

抑制(加入1世帯当た 1)11，000円)の4項目て♂仁

これらを合計したものが|五H~a足額になりますが、

毎年7月から翌年3月ま での9回に分けて納めて

いただいています。なお、平成4年度の最高限度・

ご相談は国保年金課の窓口へどうぞ

制は、年額46万円です。

「ZJ国保の加入や脱退の手続きは、だれがする

~豆: のですか?
「瓦1 本人かその家族が必ず市役所へ届け出な

I七三iければなりません(14円以内)。勤務先の会

社などでは、国保の手続きをいっさいし ませんの

で、 wリえば、退職して他i>l~保険の適用がなくなっ

た場合は、国保加入の手続きが必要です。また、

就職して健康保険の適用になった場合は、国保の

脱退手続きが必要になります

法律上は、世帯主に届出義務がありますが、事

的のわかる家族でも手続きができます。

r~l 国保税を滞納すると、どうなりますか。ま

t二~ j た滞納したまま市外へ転出した場合は?

[瓦j国保税は 医療政支払いのために必要な

J額を課税していますので、滞納は許されま

せん。滞納すると制度ヒ医療貨を全額自己負担

していただいたり、高額療益費、助産費、人間ド

ック補助金などの支給額は滞納税額に充てますの

で、主主合されません。そして滞納税額のほか、督

促下数料と延滞金が加わり、また滞納処分のため、

勤務先への給与調査、取引先(得意先)への取引

t~I~ .1t、金融機関への資産調有などを行いますので、

社会的地位や信用を失う場合があ 1)ます。

次に、市外へ転出しても滞納税額は減少せず、

逆に延滞金が毎日加算されますので、上記と同様

の滞納処分を行L、ます。

市内でも人間ドックガ受~できます
に

を

7

防

ク

は

予

ツ

稲

病

ド

お

人

間

雌

成

人

制

b対象 35歳以よの市民で国保加

入者、または、国保加入者以外でも

助成制度がない人や、下配の補助額

より低額の人 t>補助額 ① 1 )白 2

日ドック=15，000円ct>半日ドック=

7，500円 b申請に必要なもの ①検

査費用領収書②保険証③印鑑④口座

番号のわかるもの t>問い合わせ

国保年金諜(内線1367)、保健予防諜

(内線1373)

[71 広績うえだ5.2.16



お知らせア・号令応ド

今回は、制度の概要とtd方拠点都市法や

基本方針から考えてみます。

-
「
地
方
拠
点
都
市
」
と
は

法
で
は
制
定
の
目
的
と
し
て
、

二

つ
を
上
げ
て
い
ま
す
。

ω地
峡
の
創
意
工
夫
を
生
か
し
、
広

域
的
に
都
市
機
能
増
進
と
居
住
環
境

向
上
に
よ
っ
て
、
拠
点
都
市
地
域
の

一
体
的
な
整
備
促
進
を
凶
る
。

ω事
務
所
、
オ
フ
ィ
ス
な
ど
産
業
業

務
施
設
を
過
度
に
集
積
し
て
い
る
地

峡
か
ら
地
方
拠
点
都
市
地
域
へ
移
転

促
進
を
阿
る
。

こ
の
二
つ
を
実
現
す
る
よ
と
に
よ

リ
、
地
方
の
自
立
的
成
長
と
国
土
の

均
衡
あ
る
発
展
を
目
指
す
と
い
う
わ

け
で
す
。

で
は
、
地
方
拠
点
都
市
と
は
ど
う

い
う
都
市
を
構
想
し
て
い
る
の
で
し

ょ
、
7
か
。

そ
れ
は
、
魅
力
あ
る
就
業
機
会
、

都
市
的
な
に
ぎ
わ
い
や
病
気
に
満
ち

た
多
様
な
都
市
機
能
|

|
具
体
的
に

は
中
心
市
街
地
等
に
お
い
て
、
商
業
・

業
務
、
低
療

・
福
祉
、
教
育

・
文
化

に
附
す
る
機
能
な
ど
ー
ー
が
充
笑

・

集
積
し
て
い
る
こ
と
。
そ
し
て
、
多

様
な
人
々
と
各
種
情
報
が
集
ま
り
、

異
業
種
の
交
流
す
る
新
し
い
・
緩
業
・文

化
の
創
造
の
場
で
あ
る
こ
と
、
同
時

に
生
活
の
豊
か
さ
を
実
感
で
き
る
よ

う
な
良
質
の
住
宅
と
道
路
や
下
水
道

な
ど
高
水
準
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
が
提

供
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
こ
の
よ
う
な
、

ゆ
と
り
と
潤
い
の
あ
る
居
住
環
境
が

確
保
さ
れ
、
新
し
い
生
活
空
間
の
創

造
を
可
能
に
す
る
地
域
で
あ
る
、
と

定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。

下
回
は
、
東
京
で
働
く
地
方
志
向

者
が
地
方
に
望
む
環
境
整
備
を
ま
と

め
た
も
の
で
す
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

若
者
に
と

っ
て
職
業
、
利
便
性
、
公

共
施
設
、
文
化
施
設
な
ど
の
商
で
の

耐
震
備
を
地
方
に
求
め
て
い
る
こ
と
か

ら
、
「
職

・
住

・
遊

・
学
」
が
若
者
の

定
住
化
を
促
す
大
事
な
粂
件
と
な
っ

て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

一

都
市
機
能
の
集
積
め
ざ
す

次
に
、
ど
ん
な
地
域
を
地
方
拠
点

都
市
地
域
と
し
て
考
え
て
い
る
の
で

し
ょ
、
っ
か
。

①
地
域
社
会
の
中
心
と
な
る
地
方
都

地
域
づ
く
り
が
原
点

‘
市
町
村
で
連
携

東京にある本社に勤務する
地方志向者が地方に望む環境整備

職業訓練の内容

生涯職集能力開発の
機会
交通の使、生活の便
利さ

主語鰍、よ下水道 戸 ..  一一48.S.

mのための福祉 iI~閣が3
施段、復祉施段の充実 t

手ど bの教育環境 I 36.6 : 

職 業 教 育 以 外 の ド由」吋
「一一一一~1 1 9.8

生涯学 習 の機会1-ー四ー・・4
文化的な活動や娯楽の「 ー~- .:~ー→ー-1 44 . 7
ための鰍や備し物 i イ___.
スポーツ施 E宣伝盟蘭岬暗明伊電磁 39.9

偽 108: : 

「東京集中と勤労者生活J (昭和63年労働
省による翻査)から

60 

56.9 

50 40 30 20 。% 10 

自分に合ったイ士写の
記島

議事陸 {仕事}の情報

総覇権訓練畿側

市
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
市
町
村
か
ら

な
る
地
域

②
自
然
的
、
経
済
的
、
社
会
的
粂
件

か
ら
み
て

一
体
的
整
備
を
行
う
こ
と

が
相
当
と
思
わ
れ
る
地
域

③
そ
の
地
域
の
整
備
を
図
る
こ
と
が

地
方
発
展
の
拠
点
を
形
成
す
る
意
義

を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
な
ど
、

が
対
象
地
域
の
要
件
と
さ
れ
て
い
ま

す。
実
際
に
は
、
拠
点
都
市
の
イ
メ
ー

ジ
は
高
速
交
通
網
が
整
備

・
計
画
さ

れ
て
い
る
こ
と
、
都
市
的
機
能
の
集

棋
を
目
指
し
た
再
開
発
や
良
質
な
住

宅
地
造
成
等
の
た
め
の
区
画
整
理
事

業
な
ど
、
面
的
な
整
備
を
目
的
と
し

た
諸
事
業
が
展
開
あ
る
い
は
展
開
さ

れ
よ
う
と
し
て
い
る
地
域
が
描
か
れ

て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

-

ふ
さ
わ
し
い
「
上
小
選
」

一
方
、
上
小
地
域
は
、
今
ま
さ
に

高
速
道
上
信
越
自
動
車
道
と
北
陸
新

56.5 

広報うえだ5. [8] 16 2. 

白

骨

III そ

祭

幹
綜
を
二
本
柱
と
し
て
高
速
交
通
網

の
盤
備
が
行
わ
れ
つ
つ
あ
り
、
こ
れ

を
受
け
京
都

・
上
回
の
両
イ
ン
タ
ー

や
上
回
駅
周
辺
の
蒋
開
発
、
整
備
が

計
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
各
所
で
工

業
団
地
、
疏
通
団
地
、
区
画
整
理
事

業
な
ど
断
的
な
整
備
の
計
画
が
あ
る

こ
と
。

さ
ら
に
は
地
域
振
興
と
し
て
浅
間

テ
ク
ノ
ポ
リ
ス
や
千
曲
川
高
原
リ
ゾ

ー
ト
地
域
の
指
定
を
受
け
た
開
発
計

画
が
あ
る
こ
と
な
ど
、
今
回
の
地
方

拠
点
都
市
の
適
格
性
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん

備
え
て
い
る
地
域
と
思
わ
れ
ま
す
。

-

指
定
を
受
け
る
手
順
は

地
方
拠
点
都
市
法
の
大
き
な
特
徴

と
し
て
、
山
国
の
六
省
庁
(
建
設
省
、

国
土
庁
、
農
林
水
産
省
、
通
商
産
業

省
、
郵
政
省
、
自
治
省
)
が
連
携
し

た
法
律
で
あ
る
こ
と
以
外
に
、

ωこ

れ
ま
で
の
地
機
振
興
立
法
の
地
域
指

定
は
、
国
が
行

つ
た
め
に
対
し
、
ム
勺



お知らせア・弓・かしト

凪
の
地
域
指
定
は
都
道
府
県
知
事
が

行
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

指
定
へ
の
手
順
の
概
要
は
、

①
主
務
六
大
臣
が
基
本
方
針
を
策
定

す
る

②
こ
の
方
針
に
沿
っ
て
、
都
道
府
県

知
事
は
地
域
の
盤
備
案
を
関
係
市
町

村
や
主
務
大
臣
と
協
議
す
る

③
協
議
が
整
っ
た
段
階
で
都
道
府
県

快
適
で
住
み
良
い
美
し
い
ま
ち
づ

く
り
を
め
ざ
す
「
ク
リ
ー
ン
シ
テ
ィ

上
回
」
事
業
l
，
市
で
は
、
こ
の
事

業
が
き
ら
に
展
開
す
る
よ
う
自
治
会
、

商
工
会
な
ど
の
各
般
団
体
の
皆
さ
ん

が
、
自
分
た
ち
の
金
問
に
よ
り
自
分

た
ち
の
手
で
行
う
紘
化
推
進
事
業
、

き
れ
い
な
ま
ち
づ
く
り
卒
業
な
ど
に

対
し
て
、
今
年

L
次
に
よ
り
助
成
を

行
う
予
定
で
す
。

上回インター(仮称)完成予想図

知
事
は
そ
の
地
域
を
指
定
す
る

④
指
定
を
受
け
た
市
町
村
で
は
挟
間

し
て
基
本
計
画
を
策
定
す
る
、

と
な
っ
て
い
ま
す
。

-

整
備
計
画
は
ど
の
よ
う
に

さ
て
、
指
定
を
受
け
る
と
整
備
の

た
め
の
基
本
計
闘
策
定
が
必
要
と
な

り
ま
す
が
、
基
本
計
画
に
つ
い
て
は
、

①
整
備
の
方
針
②
拠
点
地
区
の
区
域

③
公
共
施
設
の
設
置
計
画
④
住
宅
環

境
の
整
備
計
画
⑤
人
材
育
成
、
地
域

間
交
流

・
教
義
文
化
活
動
な
ど
に
附

す
る
事
項
が
そ
の
内
容
で
す
。

こ
の
中
で
②
の
「
拠
点
地
区
」
と

は
地
域
内
で
都
市
的
機
能
を
重
点
的

に
整
備
す
る
地
区
と
し
て
、
お
お
む

ね
数
わ日
か
ら
百
九
ん
の
連
接
し
た
地
峡

で
拠
点
都
市
地
域
内
で
数
か
所
設
け

る
こ
と
。
ま
た
、
産
業
業
務
施
設
の

受
け
皿
と
し
て
「
業
務
拠
点
地
区
」

(
お
お
む
ね
五
1
百
九1
日
程
度
の
規
模

で
拠
点
都
市
地
域
で
原
則
的
に
は
一

か
所
)
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
と

E~~置z・司EZ阻

さ
れ
て
い
ま
す
。

一
方
、
拠
点
地
区
間
や
拠
点
都
市

地
域
内
の
関
係
市
町
村
問
で
は
、
役

割
や
機
能
の
分
担
や
連
携
を
図
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

-

国
県
の
支
接
策
は
何
か

今
回
の
法
律
は
、
指
定
を
受
け
る

と
お
お
む
ね
十
年
間
に
国
や
岡
山
を
通

じ
、
公
共
事
業
の
重
点
実
施
が
期
待

晶
、
守
れ
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
ほ
か
に

地
方
拠
点
都
市
法
の
支
援
策
と
し
て

打
ち
泊
さ
れ
て
い
る
事
項
は
次
の
と

お
り
で
す
。

①
地
方
行
財
政
上
の
特
例
(
地
方

自
治
法
、
地
方
債
な
ど
の
特
例
)
、

②
都
市
計
画
上
の
特
例
(
土
地
区
画

整
理
事
業
の
特
例
な
ど
て

③
公
問
、
機
構
の
業
務
の
特
例
(
地
被

振
興
盤
備
公
団
の
業
務
特
例
な
ど
て

④
税
制
上
の
特
例
(
産
業
業
務
施
設

の
買
換
特
例
な
ど
て

な
ど
が
う
た
わ
れ
て
い
る
ほ
か
、
同

時
に
公
共
施
設
の
整
備
や
住
宅
、
住

助
成
を
希
望
す
る
団
体
は
、
企
画

課
ま
で
ど
う
ぞ
。

こ
れ
は
、
ふ
る
さ

と
創
生
一
億
円
事
業
に
、
市
か
ら
の

財
源
を
加
え
て
設
置
し
て
い
る

「
ク

リ
ー
ン
シ
テ
ィ
上
回
」
基
金
を
活
用

し
て
実
施
す
る
も
の
で
す
。

マ
補
助
対
象
事
業

①
緑
化
推
進

(
繰
化
水
、
花
の
植
栽
、
ブ
ラ
ン
ク

l
設
置
)
②
き
れ
い
な
ま
ち
づ
く
り

(
ご
み

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

・
ご
み
箱
、

宅
地
の
供
給
促
進
な
ど
国
ま
た
は
地

方
公
共
団
体
の
努
力
義
務
も
求
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

ょ
う
し
て
、
国
や
県
の
支
援
が
期

待
さ
れ
る
と
は
い
っ
て
も
、
原
点
は

地
域
を
主
体
と
し
た
地
域
づ
く
り
で

あ
り
、
将
来
の
地
域
が
ど
う
あ
っ
た

ら
よ
い
か
、
ど
う
い
う
地
峡
を
目
指

す
の
か
、
と
い
っ
た
点
が
重
要
な
こ

と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

(
次
回
は
三
月

一
六
日
号
)

※
①

「地
方
拠
点
都
市
地
域
の
猿

備
及
び
産
業
業
務
施
設
の
再
配
置
の

促
進
に
閲
す
る
法
律
」

※
②
同
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
六

省
庁
の
告
示
と
し
て
公
表
さ
れ
た
基

本
方
針

-
問
い
合
わ
せ

2
2
1
)
 

企
画
諜
(
内
線
1

空
き
缶
入
れ
な
ど
の
設
置
)
③
景
観

に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
(
ブ
ロ
ン
ズ
像
・

案
内
板
な
ど
の
設
置
)

マ
補
助
対

象
経
費

上
記
事
業
に
必
要
な
経
費

(
た
だ
し
、
事
務
的
経
費
、
用
地
取

得
官
、
維
持
管
理
経
費
、
備
品
、
補

修
費
な
ど
は
除
く
)

マ
補
助
率

3
分
の

2
以
内
(
限
度
額
五
十
万
円
)

マ
問
い
合
わ
せ

三
月
二
十
二
日
間

ま
で
に
企
画
課
(
内
線

1
2
2
2
)
へ

[9] 16 2. 広報うえだ5.



保育料はs
口座振替で/

平成:;iF-4月から、

上川市の保有料をrI fl~ 

.振符で納めていただけ

るようになりました

このJii去l主、指定の償金nIをから毎月末日、自

動的に保育料カf引き {51:.きれ、たいへ八便利です.

ザひ、ご利111< t:さL、。[>問い合わせ 児、立{弘行

法(内線1632) または件保有国

圃
『
滞
納
処
分
』
に
よ
る

圃
電
話
加
入
権
め
公
売

マ
と

き

三

月

五

日

制

・
入
札
時

間
は
午
前
十
時
か
ら
十
時
十
分
ま
で

(説
明
は
午
前
九
時
開
十
五
分
よ
り
}

マ
と
ニ
ろ

市
役
所
南
庁
舎
五
階

第
三

・
回
会
議
室

マ
方
法

醗
争

入
札

マ
台
数

当
日
決
定

マ
入

札
参
加
者

本
人
(
印
鑑
を
お
持
ち

く
だ
さ
い

)一

代
理
人
の
均
合
は
、
必

ず
本
人
内
市
の
委
任
状
と
代
理
人
の

印
鑑
を
お
持
ち
く
だ
さ
い

マ
問
い

合
わ
せ

収
税
課

(内
線

1
3
o
l

-
-
3
0
3
)
 

版

2Z J 争
を募 ITT~ 

字書 量た
モ四 毛ち
と、〔辺 二\，~

ぷ義 守合、
カ:日 lが
こ援 』 f 
tlの

搬

す

M
九

ネ

A
W

却
問
、

3

き』

立
性

J
A

で

滋
只

酢見

内
沼地
一

従

同
凹

j
t>とき 3月1日(lJ)から 3月22日

(JJ)ま で(第 2土11M日 ・日i曜日 ・祭日

を除くの'i:日)0 11寺間は午前 8時30分

から午後 5時15分まで (土曜日は午

後守~U年30分まで ) t>ところ 市役

所本庁f"i1附 ・資産税課 t>縦覧に

供する台帳 土地課税台帳 ・家屋課

悦台帳・償却資産課舵台帳 b持ち

物 ;本人縦覧…印鑑 (同居の親族 ・

納f弘行恩人む同 じに代理人縦覧…代

理人選任問または委任状および代理

人の印挺 (法人は社印および縦覧者

の印鑑) t>審査の申し出 平成 4

年中に土地の地目変更 ・家屋の滅失

または新増築などによ 1)、課税台帳

にJHまされた新たな評価額などの事

tnについて、不服がある場合は 3月

1 fI(lj)から 4月 1日(ねまでに文警でb

Ijlij定資雌評価帯丘委員会に審査の申

し出をすることができます。 t>問

い合わせ 資pff悦諜 (内線1292・12

93) 

に
時
わ

っ
て

い
な
い
人
②
民
間
の
会

議
に
出
席
て
き
る
人

(年
三
副
)

マ
職
務
内
容
指
定
す
る
則
間
内
に

階
入
し
た
商
品
の
百
万
を
計
っ
て
臼

芯
に
記
入
し
報
告
し
て
い
た
だ
き
ま

す
ま
た
計
虫
記
念
日
に
商
品
の
量

目
調
査
を
行
い
ま
す
、

マ
募
集
人

員

十
二
人

マ
応
募
方
法

は
が

き
に

「住
所
、
氏
名
(
ふ
り
が
な
て

年
齢
、
家
峡
構
成
、
電
話
番
号
」
を

記
入
し
、
J
T
湖
上
田
市
大
子

一
ー
一

一
1

一
六

上

田

市

役

所

商

工

諜
」

ま

で

マ

問

い

合

わ

せ

商

工

諜

(
内

線

1
4
0
6
)

園
市
消
資
生
活
情
座
に

・
お
出
か
け
く
だ
h
v
h
v

製
品
や
食
品
の
安
全
性
に
つ
い
て

の
講
演
会
で
す
。
受
講
料
無
料
。

マ
と
き

三
月
六
日

ω午
後
二
時

二
十
分
か
ら
四
時
ま
て
マ
と
こ
ろ

中
央
公
民
館

(村
木
町

一
}

マ

講
師
弁
滝
上
・
神
山
美
智
子
さ
ん

マ
問
い
合
わ
せ
生
活
環
埼
課
(内

総

1
3
8
8
}

圃

「
水
』
め
写
真
展
め

圃
一
作
目
聞
を
募
集
し
ま
守

上
田
市
水
道
創
設
七
十
閏
年
を
記

念
し
て
、
次
に
よ
り
写
真
展
を
予
定

し

て

い

ま

す

数

多

く
の
応
ヰ
を
お

願
い
し
ま
す

マ
テ

l
マ

「
水
と
生
活
L

「
水

の
あ
る
風
位
」

(
水
の
大
切
さ
、
盟

か
さ
、
感
動
な
ど
を
ア
ヒ

l
ル
す
る

し
の

}

マ

締

切

平

成

五

年

十

月

末

H

マ
そ

の

他

ぷ

し

く
は
五
月

発
行
の

「
広
報
」
に
掲
峨
す
る
予
定

で
す
。

マ
問

い

合

わ

せ

水

道

局

(
内
線

1
8
5
2
)

「
脱
ス
パ
イ
ク
」
は

ま
す
、わ
た
し
か
ら

-
冬
道
は
安
全
運
転
で

発
進
時
は
ゆ
っ
く
り
慎
重
に
。

走
行
・
中
は
加

・
減
速
を
ゆ
る
や

か
に

t

ブ
レ
ー
キ
は

「
強
〈
踏

め
は
効
〈
」

と
い
う
思
い
込
み

は
訂
正
し
ま
し
ょ
う
。

-
家
の
周
り
の
雪
か
き
・

清
掃

二
月
は
攻
、
さ
が
厳
し
い
の
で
、

日
当
た
り
の
忠
い
道
路
て
は
制

も

っ
た
午
ー
が
溶
け
き
ら
ず
、
氷

の
塊
と
な
り
ま
す
。

.Vか
氷
に

な
る
前
に
汗
か
き
を

P

-
雪
の
日
は
パ

ス
・

電
車
で

勺
の
降
っ
た
円
は
、
至
る
所

に
危
険
が
・:
。
交
通
渋
滞
を
防

ぐ
た
め
に
も
公
共
交
通
機
関
を

[10l 0人 (~3TI 負傷者数 75人 (-13)I 
( ) I~前年比

[克著数上田市の交通事故発生状況 「膏歪存数 51件{ー15)
( 1月末)



三事月の相談

自主納付.;)/1) 1; 、口座振替~)便利7す I

-
熟
年
め
た
M

倒
的
介
謹

園
教
室
に
ご
参
加
を
f

い
ざ
と
い
う
と
き
の
心
構
え
と
し

て
、
あ
な
た
も
受
講
し
て
み
ま
せ
ん

か
。

(
無
料
)

マ
と
き

三
月
四
日
附
午
前
十
時

三
十
分
か
ら
正
午
ま
で

マ
と
こ
ろ

高
齢
者
福
祉
セ
ン
タ
ー

マ

内

容

元
領
収
市
保
健
鳩

・
大
峡
美
代
ゑ

さ
ん
に
よ
る
講
演
で
「
介
越
す
る
側
、

受
け
る
側
」

マ
問
い
合
わ
せ

高

齢
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
(
宮
⑫

4
1
1

今月の納税
固定資産税

(都市計画税)

国民健康保険税 8期

納期限は3月4日です

4期

9 園
『
ぼ
け
』
に
つ
い
ν
T
A阿

国
相
談
会
開
催
し
ま
守

お
い抗
蛙
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

マ
と
き

三
月
一
白
川
午
後
一
時
三

十
分
か
ら
三
時
ま
で

マ
と
こ
ろ

高
齢
者
福
祉
セ
ン
タ
ー

マ

相

談

担

当
者

国
立
小
諸
療
養
所

・
期
内
静

子
さ
ん

マ
そ
の
他

予
約
を
高
齢

者
福
祉
セ
ン
タ
ー

(
包
⑫

4
1
1
9
)

ま
で
ど
う
ぞ
。

キ目 ー炎 名 日 時 会場など

3月12日($.l

市 |生活環境諜;去 律 栂 ヱEユ矢此... 13 : 30-15 : 30 

(予約制} 3 )J 261:1 (対 f生 (内線1389)

13 : 30-15 : 30 所

人権・悩みごと相談
3 Jl 4 日(~

宮
13 : 00-16 : 00 ⑫ 生前期 j立誠i

3 月 11 円(+~ 4 (衛庁合 31j符)
土地建物相談 1 

13 : 00 -16 : 00 。
3月1日(11)

。農業~貝会
農地問題相談

8 : 30-17 : 00 (司王庁1;21訴)

行 政 相 談
3月8日(11)

西武テ'パー ト
10: 00-15: 00 

心配ごと相 談
41f.j]M火曜日

10:00-15:00 社会制祉協議会

法 律 キ自 談
3月20日(1.) 宮 ⑫ 2025

10 : 00一正午

3去 律 相 談 ! 3月17日('j()

(子子約制) 13 : 30-15 : 00 上問商工会議所

保険年金相 談 |
毎週月-~071l日 E ⑫ 4500 

9 : 00-16 : 00 

市 民 相 言実 1ri:.i担}-j-土叫日(午前) I '包括環境諜

i肖資生活相談 9 : 00-16: 00 市 (雨庁舎31務)

児 塗 相 談
合if;j担月~金1I{1'日

1主
児宜保育課

9 : 00-16 : 00 宮 @ 2000 

会i:jffi月~令11M日 所 児 m保有.l*
母 子 相 談

9 : 00-16 : 00 (内総1636) 

毎j盟月~こL:II/r!日 東 部 保 行 間

子育て 相談 8 :30-19:30 保育センター

(土8ft!日1i12: 30) n @ 3096 

換

気

を

合

忘
れ
な

い
で

ガ
ス
後
慌
の
使
用
中
は
、
必
ず
検

気
せ
ん
を
川
す
か、

窓
を
聞
け
て

「
お
部
屋
の
深
呼
吸
」
に
心
が
け
て

で
き
る
だ
け
利
用
し
ま
し
ょ
う
。

※
生
活
環
境
課
(
内
線

1
3
8

9
)
で
は
、
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ

の
ピ
ン
抜
き
機
を
お
貸
し
し
て

い
ま
す
。
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

er奈速交通時代に求められる簡庖街とは」鶏息詰受話起点田商工

粉じんのない街へ

度

マ
任
期

委
嘱
の
日
か
ら
翌

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

マ
職
務

内
容

①
モ
ニ
タ
ー
会
議
へ
の
出

席
(
年
三
回
程
度
)
②
ア
ン
ケ
ー

ト
へ
の
協
力
な
ど

マ
謝
礼

記

念
品
を
贈
呈

マ
応
募
方
法

は

が
き
に
「
住
所
、
氏
名
(
ふ
り
が

な
)
、
年
齢
、
職
業
、
電
話
番
号
、

『広
報
う
え
だ
へ
ひ
と
こ
と
』
」
を

書
い
て
、
三
月
三
十
一
日
嗣
ま
で

に
秘
書
課

(
=
1

湖
上
田
市
大
手

一

ー
一
一
ー
一
六

・
8
⑫

4
1
0
0

内
線

1
1
1
2
)
へ。

-・1a
A
q
E
'
 

組
q
E

・
，Ea
‘.
 

4j H  

広
報
モ
ニ
タ
ー

や
っ
て
み
ま
せ
ん
か
f

市
で
は
、
「
広
報
う
え
だ
」
が

市
民
の
皆
さ
ん
に
、
よ
り
親
し
ま

れ
、
よ
リ
読
ま
れ
る
も
の
に
し
て

い
く
た
め
、
次
に
よ
り
平
成
五
年

度
の
広
報
モ
ニ
タ
ー
を
募
集
し
ま

す
。モ

ニ
タ
ー
の
皆
さ
ん
に
は
、
広

報
に
対
す
る
意
見
や
提
案
な
ど
を

お
寄
せ
い
た
だ
き
、
市
民
参
加
の

紙
面
作
リ
の
一
端
を
拘
っ
て
い

た

だ
き
ま
す
。
育
っ
て
ど
う
ぞ
。

マ
応
募
方
法

二
十
歳
以
上
の

市
内
在
住
者
(
公
務
員
除
く
)
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あいり

・関野愛里吉ゃん
(1歳4か月 ・千曲目T)

『いつもじっとしていま
せん。積み木が好きです」
と母のさっきさん

保健 tt 
保健予防課(内線 1374)

-3月の乳幼児健康診査

じ〉受付時間 いずれも午後1時-2時 [>持ち物

母子健康手帳、パスタ オル(4・10か月児)、歯ブラシ

( 1歳 6か月児)01歳6か月児は、赤ちゃん手帳の中

にある健康診査察に記入してお持ちください。 3歳児

の健康診査票は、様式が変わりました。また、視聴覚

検査のアンケートも加わりましたので用紙をお送りし

ます。ご記入のうえ健康診査にお出かけください。

保健センター(市役所南斤舎 2階)

健 B圭::1;:;<人 実施日 生年 月 日

台、 月
3月2日 4. 10. 16-10. 31 

4 
3月17日 4. 11. 1-11. 15 

10 か 月
3月5日 4. 4. 16-4. 30 
3月23日 4. 5. 1-5. 15 

1歳6か月
3月10日 3. 8. 16-8. 31 
3月24日 3. 9. 1- 9. 15 

3 歳
3月3臼 2. 2. }-2. 15 

3月19日i2. 2. 16-2. 28 
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成人病(各種がんと循環器疾患)検診の申込

各様検診の申込書(受診状況調)を 2月上旬に会戸

配布しましたが、すでに巾し込みはお消みですか。こ

の申込脊により、名検診の受診状況についても調有企

行いますので、申し込まない人ち必ず拠出してく fごさ

い。なお、今年カ・ らl怖がん検診 Lこの中込4j:て'受け付

けます。

1>提出方法 申込J?をナ提出HJ封筒に入れ、 2月20日
出までに自治会長さんへ提出してください。

|平成5年4月から市役所は | 

|土曜日|が
休みになります

国の行政機関は、平成4年 5月から、また県でも

同年 8月からすべての土曜日を閉庁しています。

市も国および県にならい、平成5年 4月からすべ

ての土曜日を閉庁することになりました。

閉庁にあたっては、平日の昼休みの窓口業務およ

び緊急時における業務体制の整備など、行政サービ

スが低下しないよう努めますので、ご理解とご協力

をお厚長いします。

園保育園、図書館などは今までどおりです。

市役所や支所などは、土曜閉庁になりますが、業

務や施設の性質から 、保育園や図書館などの施設は

今までどおり土曜日でも業務を行います。

画死亡届などは当直で受け付けます。

死亡届、出生届、婚姻屈などの受付は、日曜日や

祝日と同様に市役所の当直で弘行います。

※詳しくは、利用される施設または市役所総務課(宮

⑫4100)へお問い合わせ ください。

・4月から毎土曜日が休みとなる施設

市役所本斤舎 南庁会西庁舎水道局 霊殿支所混同支所 川西支所
泡回地区有線放送所 J点字図書館下水J争イtセンター 第一・第二学校
給食センター

-舎までどおり第2土曜日が休みの施設

|教育総設l'沖校 中学校

・含までどおり土曜日も開館する施設

指祉事業センター栂染間報恩寮高齢者福祉セン

宿主Ii:~設
ター デイ・ サービスセンター JIIi1!i社会干軍事止センタ

一 乳児院母子寮児温鎗児震センタ一 塩田母

子健康センタ一保育園窓際解放会館

市民会館 勤労者福祉セン?ー働〈婦人の象勤労

脊少年ホーム共同福祉線設公園管理事務所転作
文化 ~ 設 促進研修センター 農村環境改善センター 勤労青年

体育 施設 学校公民館文化会館図書館博物館信濃国会

寺資料館 f言;農回分寺跡史跡公園管渡事務所 山本鼎

記念舘市民体育館等各体育施設

その他の施設 清掃事務所浄水管理センター

大星斎場クリ ーンセンヲー伝染病舎清浄随消訪箸

広報ラ左足"!5. 2. 16 [12] 電話番号変更 謁躍る繍繍iZZPSE替市;龍詰.ぬ 川
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